
 

 

令和７（２０２５）年度 

（文化資源活用事業費補助金） 

公募要領 

 

 

 

 
令和７年７月 

＜対象事業＞ 

  ○本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業 

＜応募書類の提出期限＞  

  令和７年７月31日（木）正午まで 

＜応募書類の提出先及びお問い合わせ先＞  

 ○本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業に関すること 

文化庁参事官（文化拠点担当）付文化観光推進係 

TEL：03-5253-4111（代表）内線：4912,5047（９時30分～18時15分） 

 
 



 
 

＜ 目 次 ＞ 
 

Ⅰ 事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 １ 趣旨・目的 

 ２ 実施方法 

 ３ 補助事業者（補助の対象となる者） 
 ４ 補助対象事業 
 ５ 補助事業の条件 
６ 審査 

 ７ 補助金交付の対象となる事業期間 
 ８ 補助金の額及び上限額 
 ９ 補助金の支払い及び時期 

10 その他留意点 
11 交付要望書の提出方法及び提出期限 

 

Ⅱ 補助事業の対象範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 
 １ 補助対象事業の内容等 
 ２ 各費目における単価上限、補助対象外経費等 

 

Ⅲ 実施方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

 １ 補助事業者が交付要望書を作成 
 ２ 提出書類の保管について 
 ３ 事業の流れ 
 

Ⅳ 適正な執行の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 

Ⅴ その他留意事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 １ 審査及び審査結果 

 ２ 補助金交付申請書の提出 

 ３ 交付決定された補助事業の取扱 

 ４ 関係法令の適用について 

 
Ⅵ 補助要綱等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Ⅰ 事業概要 
この章では、本事業の概要を記載しています。応募要件等の詳細は、「Ⅱ 補助事業の対象範囲」以降に

記載していますので、最後まで熟読した上で、応募を検討してください。 

 

１ 趣旨・目的 

本事業は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化

観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）に係る事業等により、来訪者受入の基盤整備が進めら

れ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外国人観光客の増加

が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタ

ル技術の積極的な活用等を行い、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域

（以下、「文化観光拠点地域」という。）として整備し、外国人観光客の地方誘客の推進や滞在時間の長

期化、リピーター化等を図ることを目的としています。あわせて、文化体験の提供を中核として地域にも

たらされた収益が文化資源の継承に再投資される好循環を創出することを目指します。 
                          
２ 実施方法 

  補助事業者は、作成した事業計画書の内容に基づいて事業を実施し、文化庁は補助事業者が行う事業に

要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。 
 

３ 補助事業者（補助の対象となる者） 

・地方公共団体、民間事業者、その他の法人※ 
※補助事業者は補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する必要があることから、次の

４つの要件を満たすことを条件とします。 

・ 定款に類する規約を有すること 

・ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること 

・ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること 

・ 活動の本拠となる事務所等を有すること 

 

４ 補助対象事業 

  下記の（１）～（３）を全て実施する事業を対象とします。 

（１） 文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地域の形成を主導する人材等の確保や育成 

※ただし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文化体験を提供できる文化観光拠点地域の整備等を主導

することができる人材である「地域コーディネーター」を必ず配置してください。なお、地域コ

ーディネーターが継続的に配置されるよう、本事業の中で、将来地域コーディネーターを担う人

材を育成することが望ましい。 

 （事業例） 

  ○地域に常駐する地域コーディネーター人材の確保・育成 

  ○文化体験を提供する専門人材（コンシェルジュ、ガイド人材等）の確保 

  ○地域のマネタイズを管理する専門人材の確保 

  ○ＤＸ化に伴うシステムの運用・管理や、データ分析・活用ができる専門人材の確保 

  ○大学や専門学校等と連携した専門人材の育成支援 

    

 

 （２）外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文化資源を活用した、多彩な文化体験の提供に必要な施

設設備の整備 

  （事業例） 

   ○博物館等を改修したガイダンス設備（ガイダンスコーナーやコンテンツ等）の整備 

   ○文化体験コンテンツを提供するための施設の整備 

   ○デジタル技術活用等の特別プログラムの実施に必要な施設の整備（デジタル技術を活用した体験

コンテンツの造成を含む） 

   ○歴史的建造物を飲食店や宿泊施設として活用するための改修 

   ○未使用の歴史的建造物を周遊の拠点施設にするための改修 

   ○文化観光施設間の移動や周遊の際の移動手段の整備及び管理（シェアサイクルやグリーンスロー

モビリティ等） 
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   ○周遊の際の旅行荷物の集荷・配送システムの導入（手ぶら観光の推進） 

   ※既存施設の改修による整備を対象とする（施設の新設は対象外） 

 

 （３）文化観光拠点地域に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化体験や文化資源に関する物品等

の販売・提供に必要なデジタル技術の積極的な活用 

  （事業例）    

   ○外国人観光客向けに地域の文化観光情報をわかりやすく提供するウェブサイトの改修 

   ○多彩な文化体験に関するオンライン予約システムの導入（体験コンテンツ、宿泊、移動手段等） 

   ○キャッシュレス決済の導入（入場券や乗車券の交通系ＩＣやコード決済、カード決済等） 

   ○ＥＣサイトの整備 

   ○販売に関するバックヤードの整備（デジタル技術を活用した商品開発・在庫管理等） 

 

５ 補助事業の条件 

補助事業は、以下の条件を全て満たす必要があります。 

①地域コーディネーターを配置すること。 

 ②４補助対象事業（１）～（３）の全てを実施する事業であること。 

   ③外国人観光客の入れ込み数等の指標及び目標値を設定していること。ただし、有識者により外国

人観光客の入れ込み数の指標及び目標値の妥当性を検証し、適当でないものについては、目標値を

修正するなどの条件を付した上で、採択を行うこととする。 

 

６ 審査 

  文化庁に提出された応募書類及びプレゼンテーションに基づき、審査を行います。採否の結果は、令和

７年８月下旬～９月上旬頃を目途に文書にてお知らせします。 

なお、募集の要件を満たしたとしても、厳正な審査の結果、採択されない場合や減額される場合もあり

ます。 

   

 

７ 補助金交付の対象となる事業期間 

  交付決定された着手日から令和８年３月３１日までの間 

 

８ 補助金の額及び上限額 

（１）補助金の額は、補助対象経費の１／２を限度とします。ただし、次の①から⑨に該当する場合は

２／３を上限に予算の範囲内で額を調整することができることとします。 

①文化財保存活用大綱、文化財保存活用地域計画、歴史文化基本構想又は歴史的風致維持向上計画

を策定している地方公共団体の域内において実施される事業である場合には、補助率に５％の

加算を行うことができる。 

②補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができ

る。 

   （ア）地方公共団体の場合＝財政力指数が０．５以下：１０％加算 

※財政力指数＝地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１条の規定

により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準

財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値 

   （イ）民間団体の場合＝事業規模指数が０．１以上：１０％加算 

※事業規模指数＝補助対象となる総事業費／補助事業者の財政規模 

※当該補助事業者の財政規模 

１）団体の場合＝当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前３会計年度の平

均収入額。実績がない場合は当該年度の収入見込額 

２）個人の場合＝前年分の収入額 

※実行委員会・協議会等は②（イ）民間団体に該当します。 
③補助事業者に協議会等が含まれている場合、当該協議会に観光庁の観光地域づくり法人の登録制

度により登録された登録観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）が含まれている場合には、補助率に

５％の加算を行うことができる。 

④当該年度に、他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業で

ある場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 
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⑤国際的な認証・評価（Best Tourism Villages等）を獲得している地域に係る事業又は事業計画

に獲得に向けた取組が含まれている事業の場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

⑥文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８

号）の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業又は当該事業と連携して実施すること

を計画している事業若しくは同計画に基づいて実施されていた事業に関連した事業である場合

には、補助率に５％の加算を行うことができる。なお、本項目を適用する場合は③を適用しない。 

⑦日本遺産に係る事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

⑧「重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に 10％の加算を行

うことができる。（上記⑦の場合を除く。） 

⑨「特別重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に 15％の加算

を行うことができる。（上記⑦及び⑧の場合を除く。） 
 

（２）補助金の上限額は、１億２，５００万円とします。 

  ただし、施設における外国人観光客数を把握（推計でも可。）しており、特に必要と認められ

る事業の場合には、予算の範囲内かつ補助対象額（上限２億５，０００万円）の３分の２を上

限として有識者の意見を踏まえた額に変更することができる。 

 

９ 補助金の支払い及び時期 

補助金は、文化庁から直接補助事業者に支払います。補助金の支払時期は、原則、補助事業が完了し、

実績報告書をもとに文化庁において内容を精査し、補助金の額を確定した後となります。必要があると

認められる場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができます。 
 
１０ その他留意点 

文化庁において、外国人観光客の入れ込み数の現状値、目標値及び目標値に対する達成度（見込みを

含む）を確認し、毎年度、本事業の進捗状況等を確認します。また、目標未達等の場合には、補助事業者

は原因を分析し、目標を達成するための改善策を提出・実行するとともに、文化庁において、その際得

られた知見をその後の事業選定の参考とします。一度採択された事業であっても、事業の進捗状況等に

よっては、後年度の継続的な支援ができない場合があります。なお、本公募要領に記載のない事項につ

いては文化庁と協議を行うこととします。 

 

１１ 交付要望書の提出方法及び提出期限 

  提出方法：Ｅｘｃｅｌデータ及びＰＤＦデータ一式（審査用）※紙媒体による提出は不要です。 
  提出期限：令和７年７月 31 日（木）正午まで※必着 

  提出先 ：bunkakyoten-suishin@mext.go.jp 
 

  



4 
 

Ⅱ 補助事業の対象範囲 
 

１ 補助対象事業の内容等 

本事業において対象となる取組については、具体的には次に掲げるとおりです。 

補助対象事業 内 容 

（１） 文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地

域の形成を主導する人材及び文化資源の魅力

増進や理解促進に関する人材等の確保及び育

成。ただし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文

化体験を提供できる文化観光拠点地域の整備

等を主導することができる「地域コーディネ

ーター」の配置を必ず事業に含むこと。 

地域に駐在し、文化資源を活用して地域の多様

な日本文化を体験できる文化観光拠点地域の形

成に向けた企画立案・調整等を行う人材に係る

人件費や、雇用経費、委託費、並びにこれらの

人材や地域における文化資源を活用した観光振

興等に携わる人材の資質向上を目的とした経費 

等 

（２） 

 

 

 

外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文

化資源（社寺・城郭・古民家などの建築物、庭

園や景観など）を活用した文化体験に資する

総合的な魅力増進及び理解促進、移動その他

利便の増進に関すること、並びにこれを実施

するために必要な施設設備の整備に関するこ

と 

建築工事、展示用設備、案内・解説設備、電気

設備若しくは衛生設備、給排水設備、利便性向

上設備又は付属施設に必要な設備、管理に必要

な設備の整備（内装を含む。）、安全性の確保に

必要な防災設備等の整備、施設等の整備、廃屋

の撤去（跡地が文化観光目的の利用に供される

ものに限る。）、滞在コンテンツ整備（体験コン

テンツ整備、ガイド付きツアー整備、映像資料

の作成等）及び移動や周遊に必要な設備・運営

の整備 等 

（３） デジタル技術を活用した、文化観光拠点地域

に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化

体験や文化資源に関する物品等の販売・提供

に関すること（オンライン予約システムやキ

ャッシュレス決済の全面導入等） 

ウェブサイトの制作・改修費、システムの導入

費、電気工事、電気通信工事、電子決済導入の

ための設備整備費、管理費、デジタル技術を活

用した広報・宣伝 等 

 

＜主な留意点等＞ 

 （１）から（３）の事業を一括して実施する事業が対象となります。 

 （１）において、地域コーディネーターを配置しない取組については、対象外です。 

※共同申請者に、文化観光拠点地域として整備したい区域の地方公共団体（市町村）が含まれていない

場合は、事前に、当該申請について、地方公共団体（市町村）に共有してください。場合によっては、改

修予定の文化財等について、地方公共団体における審議等が必要となる場合があります。なお、申請後、

採択までの間に、文化庁が地方公共団体に対して申請内容に関する意見を聴取します。 

 

２ 各費目における単価上限、補助対象外経費等 

 

（１）各費目における単価上限、補助対象範囲等 
・１回当たりの支払額が35,000円（税込み）以上となる場合、銀行振り込みとすること。 

※赤字は特に注意すべき点  

費目 細分 注意事項 上限金額（税込） 

全事項共通 

事業の趣旨・目的に沿わない経費、積算根拠が不明確な経費 

左記は全て 

全額補助対象外 

外部委託のみの事業等、主体性が認められない事業 

協議会等及び構成団体又はその構成員等に対する支出は補助対象外（た

だし旅費は除く。） 

給与 

本事業のために雇用されたコーディネーター等の専門的人材の雇用経

費 

※人事に関する規程・規則を基に設定するなど根拠を示すこと 

－ 

共済費 
イベント保険、その他危険な作業を行う場合のみ対象。雇用に伴う健康

保険、年金保険、雇用保険等の事業主負担分は補助対象外 
－ 

報償費 会議出席 有識者による審議、討論等 

2時間以上の場合 

14,200円／日 

2時間未満の場合 

7,100円／時 
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講演 専門家による講話、研究報告等に適用。技芸等の実演、指導等は適用外 11,510円／時 

調査 専門家による現地調査。専門家以外による現地調査は賃金単価を適用 5,200円／時 

指導・実技 技芸等の実演、指導、教授、解説（現地解説を含む）等 5,200円／時 

原稿執筆 
日本語 400字（A4用紙1枚）程度 2,040円／枚 

外国語 200ワード（A4用紙1枚）程度 5,100円／枚 

翻訳 

和文英訳 200ワード（A4用紙1枚）程度 6,290円／枚 

英文和訳 400字（A4用紙1枚）程度 4,400円／枚 

その他和訳 400字（A4用紙1枚）程度 4,990円／枚 

出演料 
公演における演技披露。社会通念上、著しく高額と認められる場合は補

助対象外 
－ 

※上記によらない場合の謝金単価については団体の内部規約によるなど、算出根拠となる書類を提供すること。 

旅費 

交通費 

公共交通機関を利用して最も経済的・効率的な区間の実費相当額 

飛行機を利用した場合、領収書を添付すること。 
－ 

行事・教室等参加者・受講者の送迎費・移動費（バスの借り上げ）等、

参加者・受講者等の受益者が負担すべきもの 
左記は全て 

全額補助対象外 
協議会内の事務会合に係る交通費 

特別料金（グリーン料金、ビジネスクラス料金等）、タクシー代、レン

タカー代、ガソリン代 

宿泊費 
真に必要な場合のみ（食事代(パック料金の場合は相当額)は補助対象

外） 

国家公務員等の旅費 

支給規程（昭和二十 

五年大蔵省令第四十 

五号）に準ずること 

日当 日当及び日当に相当すると認められる定額支給のもの全て 補助対象外 

使用料及び借料 ・発注予定金額が50万円（税込み）以上の場合、見積書を添付すること。 

・発注予定金額が100万円（税込み）以上の場合、複数者からの見積書を

添付すること。契約の際は可能な限り入札により相手方を決定するこ

と。複数者からの見積書を添付することができない場合は、その理由を

添付すること（様式任意）。 

・作業一式を外部委託等する場合は、委託内容及び経費積算の分かる資

料を添付すること。なお、外部に委託する場合でも、各費目において本

表の基準を適用すること。（見積書にも内訳を記載すること。） 

－ 

役務費 

委託費 

工事請負費 

備品購入費 

本事業の取組に必要となる機械・備品の購入費及び修繕費等（ただし、

税抜 50 万円以上の財産を取得した場合、財産取得管理台帳への記載が

必要になります） 

 

需用費 
・発注予定総額が 50 万円（税込み）以上の場合は見積書を添付するこ

と。 

・参加者が実費負担すべき消耗品（講座参加者用書籍代、ワークショッ

プ等の原材料費等） 原材料費 

設備導入費 
設備購入費、工事費、取り付け費等（ただし、税抜 50 万円以上の財産を

取得した場合、財産取得管理台帳への記載が必要になります） 
 

（２）その他の補助対象外経費等 
費目 細分 注意事項 上限金額 

全事項共通 

事業の趣旨・目的に沿わない経費、積算根拠が不明確な経費 
左記は全て 

全額補助対象外 補助事業者の構成団体又はその構成員等に対する支出は補助対象外（た

だし旅費は除く。） 

食糧費 食糧費全般（講師用の弁当、会議用の水等も全て） － 

不動産関係費 不動産購入費、不動産賃貸費、安全柵等の整備費 － 

補助事業者が当然負

担すべき経費 

協議会等及びその構成団体の維持管理経費（家賃、光熱水費、電話代、

臨時雇用者以外の賃金、パソコン・プリンタの借料、コピー機の保守料、

ドメイン取得・サーバー維持管理費、建物等の維持管理経費等）、クリ

ーニング代、収入印紙代、印鑑類、構成団体への振込に係る振込手数料

等 

－ 
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受益者負担とすべき

経費 

参加者・受講者等から実費を徴収すべき経費（講座参加者用書籍代、ワ

ークショップ等の原材料費 等） 
－ 

地域色の薄い取組 その地域固有の伝統芸能・伝統行事等以外の公演に係る経費 － 

応募経費 本事業の応募に係る通信費、旅費等 － 

補助期間外の支出 補助対象期間外（交付決定された着手日から完了日の間以外）に実施し

た事業に係る経費 － 

需用費 消耗品 

・文具等短期間使用の物品のみ対象。 

・PC、プリンター、机、椅子、キャビネット、固定されていない棚・展

示ケース等の備品は対象外 

－ 

 ＜主な留意点＞ 

 補助対象となる費目は、「Ⅵ 補助要項」に掲げる観光拠点整備事業（本物の日本文化を体験する観光拠

点整備事業）国庫補助要項を参照してください。 

 補助対象期間中に改修工事を実施する際の設計に係る経費は補助対象となりますが、設計のみを補助事

業として実施することはできません。 
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Ⅲ 実施方法 
 

１．交付要望書の作成  
  

補助事業者は、実施する補助事業の事業計画を作成し、交付要望書を作成します。 
事業計画期間は、複数年継続する計画を作成いただきますが、補助事業の採択は年度ごとに行いますの

で、初年度の事業が採択されたとしても、次年度以降の採択、補助金の交付を保証するものではありませ

ん。 
交付要望書の詳細は次に掲げるとおりです。 
 

 （１）申請者 

補助事業者（地方公共団体、民間事業者、その他の法人等） 
 
 （２）交付要望書の構成 

  ＜必要書類＞ 
１．本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業（ACE プログラム）申請様式 

  ２．申請者の概要（共同申請者を含む）（様式任意） 

       ※補助事業者が民間事業者及びその他の法人の場合のみ。補助事業者が地方公共団体の場合は不要。 

  ３．補助事業者が民間事業者及びその他の法人の場合、その定款又はそれらに類する規約、及び構成名

簿（様式任意） 
※補助事業者が協議会等の場合は、協議会の名簿、協議会を組織したことの公表日・公表方法・公

表内容について参考資料として添付してください。  
 ４．見積書（写）、仕様書、設計図、位置図、その他内容を補足するための参考資料（様式任意） 

    ※【 見積書⇒仕様書⇒設計図⇒位置図⇒参考資料 】の順番としてください。詳しくは、（３）の

⑪のとおり。 

※使用料及び借料や役務費、委託費、請負費、需用費において発注見込額が５０万円（税込み）以

上の場合に見積書を徴取して添付。 
     ※発注見込額が１００万円（税込み）以上の場合は、仕様書及び複数者から徴取した見積書を添付。 
     ※複数者から見積書を徴取できない場合は、理由書（様式任意）を添付。 
      （プロポーザル等で実施を予定している場合でも、要望額の妥当性を審査するために複数者から見

積書を徴取した見積書を添付すること。） 
※見積書は写しを添付（原本は、協議会等において保管すること）。 
※見積書の宛名は事業者宛てとすること。 

  ◆提出に当たっては、上記の順番のとおりに並べてください。 
  ◆エクセルデータ及び一括ＰＤＦデータを提出してください。 
   （エクセル等のデータで作成したものは、紙をスキャンしたものではなく、データをエクスポートし

たもので提出してください。） 
   

 （３）交付要望書等の作成に当たっての留意事項 

① 申請者は、地方公共団体等と交付要望書の提出前に、十分な調整を行ってください。場合によって

は、改修予定の文化財等について、地方公共団体における審議等が必要となる場合があります。な

お、申請後、採択までの間に、文化庁が地方公共団体に対して申請内容に関する意見を聴取します。 

② 補助対象経費については、「Ⅱ 補助事業の対象範囲」を参照してください。 

③ 申請書の作成に当たり、当該年度の補助事業の遂行により生ずると見込まれる収入金（利息を含

む）は、全て収入に計上し、当該年度の補助事業の経費に充ててください。 

④ 採択後の事業実施に当たっては、適正な執行を確保する義務が生じるので、あらかじめ「Ⅳ適正な

執行の確保」を参照の上、十分な認識のもと応募してください。 

⑤ 本事業に参画する事業者、地方公共団体は、原則、「共同申請者」として、上記欄に記載ください。

特に、本事業において、補助金の申請、受け取りを希望される事業者は、必ず上記申請者として記

載ください。上記申請者欄に記載がない場合、内部支出の禁止の観点から、補助金を受け取れない

可能性があります。 
⑥ 見積書の日付は、交付要望日以前としてください。また、交付要望時点で見積書の有効期限が来て

いないように注意してください。 

⑦ 資金の流れを明確化するために支出関係書類、会計帳簿、預金通帳には番号を付した上で、必ず資
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金の流れが紐づけられるようにしてください。 

⑧ （申請者が地方公共団体である場合）やむを得ず随意契約を行わざるを得ない場合においては、地

方公共団体の契約規則に照らした検討だけでなく、国庫金の観点からもその理由が真に必要なも

のであるか検討の上、競争性、価格の妥当性まで検討した上で契約してください。特に、競争性、

価格の妥当性に関しては、実際に入札不成立となった事実を示すなど、適切な執行を徹底してくだ

さい。 

⑨ 原則、現金払いによる支出はできません。 

⑩ 国の他の補助金(例：文化財多言語解説整備事業補助金など)と重複して補助を受けることはでき

ません。 

⑪ （２）の５は「４．支出内訳明細」の事業区分と同じ順番にしてください。なお、各事業における

順番は、【見積書⇒仕様書⇒設計図⇒位置図⇒参考資料 】としてください。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 応募書類の様式・提出・保管について 

（１）応募書類の様式 

各種様式は、文化庁ウェブサイトからダウンロードし、作成してください。 
     文化庁ウェブサイト：  
（当該ページのリンク先「本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業」に掲載しています。） 
 
（２）応募書類の提出 

E メールに添付して提出してください。※紙媒体による提出は不要です。 
・Excel ファイルで提出ください。 
・電子媒体は上記のほか、全ての様式及び提出書類を一括した PDF ファイルを提出ください。そ

の際、上記２（２）交付要望の構成の順に並べてください。 
・応募書類は、上記２（２）交付要望書の構成の順に並べてください。 

 

（３）応募書類の提出期限 

  令和７年７月 31 日（木）正午（必着）までに提出してください。 

 

 

（４）応募書類の保管 

応募書類の内容等について文化庁から問い合わせることがありますので、応募書類一式を保管するよ

うにしてください。 
 
（５）締め切り後の取扱 
  提出後の書類の差し替え、変更、追加等は一切認めません。 

  

４．支出内訳明細 

 
① ○○○事業 **,***円 

② □□□事業 **,***円 

・・・・ 

① 〇〇〇事業 

・見積書 

・仕様書 

・設計図 

・位置図 

・参考書類 

② □□□事業 

・見積書 

・仕様書 

・設計図 

・位置図 

・参考書類 
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３ 事業の流れ 

事業の大まかな流れは、下図のとおりです。 

 

時期 事業の流れ 書類の様式 
 

締切： 

令和７年７月 31 日正

午 

 

 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

↓ 

文化庁 

 

 

本物の日本文化

を体験する観光

拠点整備事業申

請様式 

 

 

８月上旬～８月下旬 

 

 

 

文化庁 

 

 

８月下旬～９月上旬頃 

 

 

 

文化庁 

↓ 

事業者（代表申請者に通知） 

 

 

 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

↓ 

文化庁 

 

 

 

 

９月中 

 

 

 

 

 

文化庁 

↓ 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

 

 

 

 

 

① 交付要望書の提出 

②有識者による審査 

④交付申請書の提出 

⑤交付決定 

③採否の決定・通知 

 
※審査状況等によ

っては通知が遅れ

る場合がありま

す。 

※採択までの間

に、整備の区域内

の地方公共団体に

対し意見を聴取し

ます。 
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10月～ 

 

 

 

 

 

令和８年 

１月下旬まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月上旬～２月下旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月上旬頃 

 

 

 

 

 

 

 

３月中旬 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日（予定） 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

↓ 

文化庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化庁 

↓ 

事業者（代表申請者に通知） 

 

 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

↓ 

文化庁 

 

 

文化庁 

↓ 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

 

 

 

 

 

 

⑥事業の実施 

⑦令和７年度の進

捗状況報告書、令

和８年度交付要望

書の提出 

※次年度以降の支

援の継続の可否を

判断するため、現

地調査を実施し、

事業の進捗状況を

確認します。 

⑧進捗状況の確認 

（書面審査及び現

地調査 

⑩採否の決定・通知 

（令和８年度） 

 

※審査状況等によ

っては通知が遅れ

る場合がありま

す。 

⑫交付決定 

（令和８年度） 

⑪交付申請書の提出 

（令和８年度） 
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事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

 

 

４月上旬まで 

 

 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

↓ 

文化庁 

 

 

 

 

４月下旬頃 

 文化庁 

↓ 

事業者 

（地方公共団体、民間事業

者、その他の法人） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

⑭実績報告書の提出 

（令和７年度） 

 

⑮額の確定・支払 

（令和７年度） 

 

⑬事業の実施 

（令和８年度） 
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Ⅳ 適正な執行の確保 
 
採択後の補助事業の実施に当たっては、補助事業実施期間中・実施終了後を問わず、本募集案内に記載の

内容のほか、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和30年8月27日法律第179号）及び「同

法施行令」（昭和30年9月26日政令第255号）（以下「適正化法等」という。）が厳格に適用されます。 

現に、過去に実施した事業において、数年後に適正化法等に違反している事態が発覚し、適正化法等に基

づき、年利１０．９５％の加算金を付した上で補助金相当額を返還させる事態となった例があるほか、「芸

術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について」（平成22年9月16日文化庁

長官決定）を適用し、５年間の応募制限を付した例があります。 

補助事業者にはより一層の補助金の適切な執行が求められていることから、次の内容をあらかじめ十分

認識した上で、応募してください。 

 

１ 補助の対象となる経費とならない経費について、今一度本募集案内を確認の上、適切な処理を行うこと。

特に次の内容に留意すること。 

 （１）補助事業期間外の行為は補助対象とならないこと。 

（２）補助事業者の構成団体又は構成員等に対して賃金・報償費等を支払ったり、その他の発注を行った

りすることは、補助の対象とならないこと（内部支出の禁止）。 

 

２ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を作成すること。帳簿の様式は原則として別紙帳簿

様式のとおりとする。ただし、別紙帳簿様式と同等に必要な情報が過不足なく明らかにされているもので

あれば、補助事業者において定め又は使用しているもので差し支えない。 

  なお、帳簿は補助事業者のみならず、補助事業者が協議会等の場合は各構成団体においても作成の必要

があることに留意すること。 

 

３ 補助事業者が地方公共団体以外の場合、使用料及び借料、役務費、委託費、請負費その他の経費の執行

に当たっては、所在の市区町村の契約規則等に準拠した手続を執ることとし、見積書の徴取、複数者から

の見積書の徴取、契約書の取り交わし、請書の徴収を徹底すること。 

なお、複数者からの見積書の徴取に当たっては、必ず補助事業者（協議会等の場合はその構成団体でも

可）自らが直接徴取すること。 

 

４ 会計書類は、上記２の帳簿及び補助事業に係る金融機関の通帳のほか、契約、検収及び支払の関係の書

類（見積書、発注書、契約書、請書、納品書、検収書、領収書等）及び会計伝票又はこれらに類する書類

（※）を整備すること。ただし、これらにより難い場合は、実績を証する資料、請求書等及び会計伝票又

はこれらに類する書類（※）を整備すること。 

上記会計書類は帳簿に記載された順番に整理し、帳簿とともに補助事業の完了した日の属する年度の

翌年度から５年間保存すること。 

※これらに類する書類とは、会計伝票に代わるものとして地方公共団体の定めに準拠した支出決定決議

書等をいう。 

 

５ 補助事業に係る業者の選定、契約の締結、支払等の事務手続は、補助事業者が自ら実施し、協議会等の

場合は、その構成団体が実施した事業も含め、その状況について把握しておくこと。 

補助事業の事務の一部を補助事業者以外の者に委任する場合は、必ず委任契約に基づくこととし、上記

２～４の措置を遵守させること。なお、その場合でも、補助事業者は、補助事業に係る業者の選定、契約

の締結、支払等の事務手続の状況について把握しておくこと。 

 

６ 事業完了後の実績報告書の作成に当たっては、留意すべき点について再度確認するなど万全を期すこ

と。 

 

７ 実績報告書提出の際は、証ひょう書類として見積書、領収書のほか、補助事業に係る金融機関の通帳、

及び上記２の帳簿の写しを提出すること。ただし、文化庁における審査・確認の過程において、上記４の

会計書類の全ての提出を求める場合があるので留意すること。 
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× 
○ 

○ 

△ ※２
 

× 
× 

４月 ３月 

補助事業期間 

         見積   発注    納品   検収   請求         支払 

           見積   契約    納品                             検収…… 

          見積   契約                        納品…… 

                見積   発注    納品   検収   請求   支払 

    見積        発注   納品   検収   請求   支払 

  見積  発注             納品   検収
※１ 

   請求   支払 

 

【解説】補助事業の期間と対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 検収とは、契約どおりに業務が履行されたか、納品されたかを確認する行為を指す。 

検収に当たっては、発注した者とは別の者が検収を行うよう留意してください。 

※２ 支払が未済であっても、補助事業期間内に検収が完了し、かつ債務が確定したことの証明が

できる場合は、支払後に支払を証する書類を提出することを条件に認められる場合がある。 
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協議会等  

副委員長  文化 花子 

委員    地域 一郎 

委員    地域 二郎 

委員長   文化 太郎  

（一社）地域文化○○機構 

○○文化（株） 代表取締役 

（株）地域○○社 プロデューサー 

（株）文化○○出版社 代表取締役 

 発注不可 

○○獅子舞保存会 

○○地芝居保存会 

○○文化財振興団体 

謝金・出演料等支出不可 

【解説】内部支出の禁止 
 

協議会等の構成員及び構成団体又はその構成員に対する賃金・報償費の支払い、業務の発注は全て内

部支出に当たり、補助の対象とならない。また、構成員の所属団体（所属団体の構成員も含む）への支

出も補助の対象とならない（ただし旅費は除く）。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【別紙帳簿様式】 
令和○○年度帳簿（出納簿） 

○○協議会等 

  月 日 摘     要 
証ひょう 

番号 

通帳 

番号 
収入金額 支払金額 差引残額 

1 4 1 令和○○年度○○市負担金 入１ 1 1,000,000   1,000,000 

2 4 25 ○○工業（株）協賛金 入２ ２ 300,000   1,300,000 

3 4 30 ○○工事請負（○○印刷（株）） 出１ ３   75,600 1,224,400 

         

※補助事業者が協議会等の場合、協議会等だけでなく、その構成団体においても帳簿（出納簿）を整備する必要があるので

留意すること。 

８ 原則、支払いは銀行振り込みとすること。 
 
９ 銀行口座については、本補助事業専用の口座を開設し、当該口座において、補助事業に係る支出及び収

入を管理すること。なお、補助事業に係る支出及び収入のある協議会等の各構成団体においても、口座

を作成して管理を行うことが必要。 
 
１０ 発注した業務については、契約どおりに業務が履行されたか、納品されたかを確認するため、発注し

た者とは別の者が検収を行うこと。 
 

 

構成団体  

構成員 

 地芝居 太郎 

 地芝居 一郎 

 歌舞 花子 

賃金・謝金等 
支出不可 

補助事業者 
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Ⅴ その他留意事項等 
 

１ 審査及び審査結果 

提出された書類に基づき、外部有識者による委員会における審査を行い、採択事業を決定します。審

査は、事業計画の内容、事業の実施方法等について、総合的に評価します。 

 なお、採択の場合にあっても、有識者委員会の意見を踏まえた留意事項を付す場合があります。 

審査は、事業計画の内容、事業の実施方法等が、本事業の趣旨・目的に資するものか、経費が適正・

適切に計られているかなどを総合的に判断します。 

（審査の視点） 

  ◆ 事業計画の内容について 

  ・ 本事業の趣旨･目的に沿った計画であるか。 

・  事業終了後に目指す姿が、事業の趣旨や目的に沿ったものになっており、明確な内容になっ

ているか。 

    ・ 計画期間終了後も取組の継続などが見込めるか。 

  ・ 効果の評価指標や目標値等は適切に設定されているか。 

 ◆ 組織・体制について 

    ・補助事業者において、事業の適切な執行に必要な組織体制が整っているか 

   

※利害関係者の排除 

・補助事業者や要望された取組と利害関係のある委員は、文化庁における本事業の事務担当にその旨を申

し出ることとし、当該要望の審査に加わることができないこととします。 

また、当該要望の選定の議決にも加わることができないこととします。 

＜利害関係の範囲＞ 

・委員が要望された取組の参加者となっている場合 

・委員と親族関係にある者が要望された取組の参加者となっている場合 

・委員が、計画策定市区町村及び補助事業者である協議会等に専任又は兼任の役員、職員等として在職

（就任予定を含む。）している場合 

・委員が中立・公正に審査を行うことが難しいと、委員会又は当該委員自ら判断する場合 

 

２ 補助金交付申請書の提出 

  採択が決定した補助事業者（代表申請者）に対しては、改めて補助金交付申請書を提出していただき、

補助金の交付決定を行います。なお、詳細は採択が決定した補助事業者に対して、別途お知らせします。 

 

３ 交付決定された補助事業の取扱 

本補助事業に応募される補助事業者においては、下記に御留意ください。 

 （１）補助事業の完了日が属する年度の終了後５年間、当該補助事業に関する帳簿及び関係書類を善良な

管理者の注意をもって保管する義務があります。 

 （２）補助事業で作成される印刷物（パンフレット、ちらし、ポスター、調査報告書等）には、文化庁シ

ンボルマーク及び本補助事業名等を掲載していただきます。 
 

（例） 

       
 

 

 

（３）補助事業の実施内容が観光拠点整備計画や交付決定の条件に著しく異なっていると認められる場合

令和７年度文化資源活用事業費補助金  

（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業） 
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は、補助事業実施期間中においても、交付決定を取り消す場合があります。 

 （４）補助事業終了後、会計検査院の検査や文化庁による執行状況調査の対象になるとともに、検査・調査

の結果によっては、補助金を国庫に返納させる場合があります。 

 

４ 関係法令の適用について 

  補助事業の実施に当たっては、以下の関係法令の適用を受けますので、応募に当たっては事前に必ず熟

読してください。不正受給等を行った場合、応募制限を行います。 
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号） 
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年９月２６日政令第２５５号） 
・芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について（平成２２年９月１６

日文化庁長官決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Ⅵ 補助要綱等 
 

 

文化資源活用事業費補助金（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業）交付要綱 

 
令 和 ７ 年 ７ 月 ２ 日 

 
（通則） 

第１条  文化資源活用事業費補助金（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業）（以下「補

助金」という。）の交付については、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「保護

法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）並びに補助事業者等が補助事業

等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分

制限期間（平成１４年文部科学省告示第５３号。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした

地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）に係る事業等により、来

訪者受入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連

携等を図ることで外国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・

育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタル技術の積極的な活用等を行い、文化観光の

ハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域として整備し、外国人観光客の地

方誘客の推進や滞在時間の長期化、リピーター化等を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象となる事業の種類、経費等） 

第３条 この補助金の交付の対象となる補助事業の種類及び補助事業を実施する者（以下「補助

事業者」という。）は、地方公共団体、民間事業者又はその他の法人とする。 

２ 補助事業を実施するために必要な経費のうち、この補助金の交付の対象となる経費（以下「補

助対象経費」という。）、補助金の額及び補助金の交付のための手続については、この要綱に

定めるもののほか、文化庁長官（以下「長官」という。）が定める補助要項によるものとする。 

 

（申請の手続） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（これに添付すべき書類を

含む。様式第１）を別に定める提出期限までに長官に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付を申請しようとする者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定

する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等

仕入控除税額」という。）に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金

の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

でない。 

 

（交付決定の通知等） 

第５条 長官は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査の上交

付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第２）を補助事業者に送付するものとする。 

２ 長官は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第２項本文の規定により補助金に係る
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消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについて

は、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。 

３ 交付の申請が文化庁に到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、

３０日とする。 

 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付決定に当たっては、長官は次の各号に掲げる事項を条件として付すものと

する。 

（１）補助事業者は、次に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ計画変更承認申請書（様式

第３）を長官に提出し、その承認を受けなければならない。 

ア 補助対象経費の総額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の２０パー

セント以内で減額する場合はこの限りではない。 

イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の交付決定額及び補助対象経

費の額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助事業の目的の達成をより効率的にする場

合、又は、当該事業の目的に及ぼす影響が軽微であると認められる場合を除く。 

（２）長官は、前号の承認をする場合は、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付

すことがあること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに長官に申請し、その承認を受

けなければならないこと。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに長官に報告し、その指示を受けなければならないこと。 

（５）補助事業の遂行の状況に関する報告書を別に指示する日までに、長官に提出しなければな

らないこと。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならないこと。 

（７）前号に掲げる財産につき、長官の承認を受けて当該財産を処分することにより収入があっ

た場合には、補助金の全部又は一部に相当する額を国に納付すること。 

（８）補助事業の遂行により生ずる収入金（補助金を概算払いした場合の預金利子等）は、当該

補助事業の経費に充てるよう措置しなければならないこと。 

（９）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証

拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の

翌会計年度から５年間保存しなければならないこと。 

（10）補助事業に係る資金については、確実な銀行その他金融機関に預け入れなければならない

こと。ただし、補助事業の遂行上特に必要な場合にあっては、２０万円を限度として手持ち

することができること。 

（補助事業者が地方公共団体以外の場合） 

（11）補助事業を行うために締結する契約等については、当該補助事業者の所在する都道府県又

は市町村（特別区を含む。）の法令の定めに準拠して実施しなければならないこと。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助事業者は、交付の決定（第９条による変更交付決定を含む。以下、第１１条第１項

及び第１２条第１項において同じ。）の内容又はこれに付された条件に不服があることにより

交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨

を記載した取下げ書（様式第４）を長官に提出しなければならない。 

 

（補助事業の遂行） 

第８条 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、又は支払いをする場合は、当

該補助事業者の所在する都道府県又は市町村（特別区を含む。）の法令の定めに準拠して実施

しなければならない。 
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（計画変更の承認等） 

第９条 長官は、第６条第１号ア又はイに該当し、計画変更承認申請書の提出があった場合にお

いて、これを審査した結果、先に行った交付決定の補助金の額を変更する必要があると認める

ときは、その額を変更して交付決定を行い、補助金交付決定変更通知書（様式第５）を補助事

業者に送付するものとする。 

 

（実績報告書） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）した

ときは、完了の日（補助事業の廃止の承認を受けたときは当該承認の日）から３０日を経過す

る日又は当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１０日のいずれか

早い日までに、長官に実績報告書（これに添付すべき書類を含む。様式第６）により当該補助

事業の成果を報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定する実績報告書を提出す

るに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除

税額に相当する額を減額して長官に実績報告書を提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 長官は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第６条

第１号ア又はイに該当し長官の承認を受けた場合は、その承認された内容）及びこれに付した

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様

式第７）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の額の確定において、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税

額が明らかでないものであって、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明

らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。 

３ 長官は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令の日から２０日以内とし、期限内に納付しない場合は、

未納に係る金額に対してその未納に係る期間に応じて年１０．９５パーセントの割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付等） 

第１２条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとす

る。ただし、必要があると認められる場合は、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２２条及

び予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第５８条第４号に基づく財務大臣との協

議が調った際には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 補助金の交付を受けようとする者が消費税法上の課税事業者である場合は、補助金の

交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって、補助

事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合

には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書（様式第８）を長官に提出しなければならな

い。 

２ 長官は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１４条 長官は、第６条第３号に該当し補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は
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次の各号に掲げる場合には、第５条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更す

ることができる。 

（１） 補助事業者が適正化法、適正化法施行令、若しくはこの要綱又はこれらの法令、告示若し

くは要綱に基づく長官の定め、処分若しくは指示に違反した場合。 

（２）補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。 

（３）補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合。 

（４）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合。 

（５）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合。 

２ 長官は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付さ

れているときには、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 長官は、第１項の第１号から第４号までに該当するため、補助金の交付の決定を取り消し、

前項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、補助事業者が当該補助金を受領した日から

納付の日までの期間に応じて返還すべき金額に対し年１０．９５パーセントの割合で計算した

加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１１条第４項の規定を準用する。 

 

（状況報告及び調査） 

第１５条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、長官の要求があったときには

速やかに補助事業状況報告書（様式９）を長官に提出しなければならない。 

２ 長官は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行及び支出状況を調査することができる。 

 

（電磁的方法による提出） 

第１６条 申請者あるいは補助事業者は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱の規定に基づく

申請、届出、報告その他文化庁に提出するものについては、電磁的方法(適正化法第 26 条の

３第１項の規定に基づき文部科学大臣が定めるものをいう。)により行うことができる。 

 

（電磁的方法による通知等） 

第１７条 長官は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に規定する通知、承認、指示又は命令

(以下「通知等」という。)について、補助事業者が書面による通知等をうけることを予め求め

た場合を除き、電磁的方法により通知等することができる。この場合、長官は補助事業者に到

達確認を行うものとする。 

 

附 則（令和７年７月２日） 

この要綱は、令和７年７月２日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 
 



 
 
 
 
 

 

観光拠点整備事業（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業）国庫補助要項 

 

令 和 ７ 年 ７ 月 ２ 日 

文 化 庁 長 官 決 定 

 

１．趣旨 

  この要項は、文化資源活用事業費補助金（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業）交付要綱（令和

７年７月２日文化庁長官決定）に基づき、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核

とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）に係る事業等により、来訪者受

入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外

国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点

地域（以下、「文化観光拠点地域」という。）として整備を行うために必要な経費について、国が行う補助に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

  補助事業者は、地方公共団体、民間事業者又はその他の法人とする。 

  

３．補助対象事業 

  補助対象となる事業は、（１）から（５）を全て満たす事業とする。 

 

 （１）本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業（明細は別紙１のとおり） 

   ① 文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地域の形成を主導する人材及び文化資源の魅力増進や理

解促進に関する人材等の確保及び育成。ただし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文化体験を提供でき

る文化観光拠点地域の整備等を主導することができる「地域コーディネーター」の配置を必ず事業に

含むこと。 

   ② 外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文化資源（社寺・城郭・古民家などの建築物、庭園や景

観など）を活用した文化体験に資する総合的な魅力増進及び理解促進、移動その他利便の増進に関す

ること、並びにこれを実施するために必要な施設設備の整備に関すること。 

③ デジタル技術を活用した、文化観光拠点地域に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化体験や

文化資源に関する物品等の販売・提供に関すること（オンライン予約システムやキャッシュレス決済

の全面導入等） 

 

（２）文化庁がこれまで支援してきた事業（日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域にお

ける文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）に係る事業等）により来訪者受入の基盤整

備が進められてきた地域及びそうした地域と連携を図ろうとする地域であること 

 



 
 
 
 
 

（３）観光振興事業費補助金交付要領別表で定める市区町村又は訪日外国人旅行者の来訪が増加することが

見込まれ、受入環境整備の必要性が特に認められる市区町村（①訪日外国人旅行者の来訪が多い市区町

村 ②世界遺産、日本遺産、国営公園、国立公園満喫プロジェクトを実施している国立公園又は重要伝

統的建造物群保存地区等が所在する市区町村 ③国際的なイベント等の開催を予定している市区町村）

であることを原則として、さらに近隣の外国人観光客が多く来訪する施設とのルート設定等の連携がと

れていることとする。 

 

（４）外国人観光客の入れ込み数の目標値及び計測方法を設定していること。ただし、有識者により外国人観

光客の入れ込み数の目標値及び計測方法の妥当性を検証し、適当でないものについては、目標値修正等の

うえ条件付き採択を行うこととする。 

 

（５）Wi-Fi、多言語化、キャッシュレス対応や洋式トイレ等の受入環境の整備が出来ている又は事業年度中

に整備する計画があることとする。 

 

４．補助対象経費 

 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙２のとおりとする。 

 （ア）技術指導費、人件費等 

（イ）建築工事経費、設備工事経費、解説整備費、環境整備費 

 （ウ）設計料及び監理料等 

 （エ）滞在コンテンツ整備及び広報、宣伝等 

  

５．補助金の額 

（１）補助金の額は、補助対象経費の１／２を限度とする。 

ただし、持続的な実施によって観光客の増加及び満足度の向上に高く寄与すると認められる場合におい

て、補助事業者の財政状況、事業の集中投下及び事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し、特に必要

と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができる。 

ただし、補助対象経費の２／３を上限とする。 

特に必要と認められる調整の要件は、以下のとおりとする。 

① 文化財保存活用大綱、文化財保存活用地域計画、歴史文化基本構想又は歴史的風致維持向上計画を策 

定している地方公共団体の域内において実施される事業である場合には、補助率に５％の加算を行う 

ことができる。    

 

② 補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができる。 

 （ア）地方公共団体の場合＝財政力指数が０．５以下：１０％加算 

※ 財政力指数＝地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１条の規定により算定した基準財政収入   

額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値 

 （イ）民間団体の場合＝事業規模指数が０．１以上：１０％加算 



 
 
 
 
 

※ 事業規模指数＝補助対象となる総事業費／補助事業者の財政規模 

※ 当該補助事業者の財政規模 

１）団体の場合＝当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前３会計年度の平均収入額 

実績がない場合は当該年度の収入見込額 

２）個人の場合＝前年分の収入額 

 

③ 補助事業者に、観光庁の観光地域づくり法人の登録制度により登録された登録観光地域づくり法人（登

録ＤＭＯ）が参加している場合又は補助事業者自体が登録 DMOである場合は、補助率に５％の加算を行

うことができる。 

 

④ 当該年度に、他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業である 

場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

 

⑤ 国際的な認証・評価（Best Tourism Villages等）を獲得している地域に係る事業又は事業計画に獲得

に向けた取組が含まれている事業の場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

 

⑥ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）

の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業又は当該事業と連携して実施することを計画してい

る事業若しくは同計画に基づいて実施されていた事業に関連した事業である場合には、補助率に５％の

加算を行うことができる。なお，本項目を適用する場合は③を適用しない。 

 

⑦ 日本遺産に係る事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

 

⑧ 「重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に 10％の加算を行うこと

ができる。（上記⑦の場合を除く。） 

 

⑨ 「特別重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に 15％の加算を行う

ことができる。（上記⑦及び⑧の場合を除く。） 

 

（２）補助金の上限額は、１億２，５００万円とする。 

   ただし、施設における外国人観光客入れ込み数を把握（推計でも可。）しており、特に必要と認められ

る事業の場合には、予算の範囲内かつ補助対象額（上限２億５，０００万円）の３分の２を上限として有

識者の意見を踏まえた額に変更することができる。 

 

６．その他 

文化庁において、外国人観光客入れ込み数の現状値、目標値及び目標値に対する達成度（見込みを含む）

を確認し、成果を検証する。また、目標未達の場合には、補助事業者は原因を分析し、目標を達成するため



 
 
 
 
 

の改善策を提出・実行するとともに、文化庁において、その際得られた知見をその後の事業選定の参考とす

る。 

 
（別紙１） 

区 分 内 容 

文化体験を主軸とする高度な文化観光拠

点地域の形成を主導する人材及び文化資

源の魅力増進や理解促進に関する人材等

の確保及び育成。ただし、地域に常駐

し、来訪者に多彩な文化体験を提供でき

る文化観光拠点地域の整備等を主導する

ことができる「地域コーディネーター」

の配置を必ず事業に含むこと。 
 
 
外国人観光客を惹きつける地域の魅力的

な文化資源（社寺・城郭・古民家などの

建築物、庭園や景観など）を活用した文

化体験に資する総合的な魅力増進及び理

解促進、移動その他利便の増進に関する

こと、並びにこれを実施するために必要

な施設設備の整備に関すること 
 
 
 
デジタル技術を活用した、文化観光拠点地

域に関する情報提供・発信の充実・強化及

び文化体験や文化資源に関する物品等の

販売・提供に関すること（オンライン予約

システムやキャッシュレス決済の全面導

入等） 

地域に駐在し、文化資源を活用して地域の多様な日本文

化を体験できる文化観光拠点地域の形成に向けた企画立

案・調整等を行う人材に係る人件費や、雇用経費、委託

費、並びにこれらの人材や地域における文化資源を活用

した観光振興等に携わる人材の資質向上を目的とした経

費 等 
 
 
 
 
建築工事、展示用設備、案内・解説設備、電気設備若し

くは衛生設備、給排水設備、利便性向上設備又は付属施

設に必要な設備、管理に必要な設備の整備（内装を含

む。）、安全性の確保に必要な防災設備等の整備、施設等

の整備、廃屋の撤去（跡地が文化観光目的の利用に供さ

れるものに限る。）、滞在コンテンツ整備（体験コンテン

ツ整備、ガイド付きツアー整備、映像資料の作成等）及

び移動や周遊に必要な設備・運営の整備 等 
 
 
ウェブサイトの制作・改修費、システムの導入費、電気

工事、電気通信工事、電子決済導入のための設備整備

費、管理費、デジタル技術を活用した広報・宣伝 等 
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